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平成２８年度普通交付税（東京都市町村分）の算定結果について 

 

 

平成２８年度の普通交付税について、本日、各地方公共団体に対する交付額が決定し、総務大臣から

閣議報告がなされたので、東京都市町村分について下記のとおりお知らせします。 

なお、今回決定された普通交付税の全国交付決定総額は 15兆 6,983億円で、そのうち市町村分は 

7兆 1,390億円、前年度の決定額（変更後）に比べ 2,643億円、3.6％の減となっています。 

 

記 

 

１ 東京都市町村分（３９団体）の普通交付税決定状況 

（１） 東京都市町村分の交付決定総額は 434億 27百万円で対前年度比 30億 76百万円、6.6％の減 

（２） 基準財政需要額は 6,159億 71百万円、対前年度比 0.9％の増 

① 主な増要素 

・  測定単位（国勢調査人口）を平成 27年国勢調査（速報）に置き換えたことによる増 

・   重点課題対応分の創設による増 

  ・ 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う社会保障の充実による社会福祉費等の増 

② 主な減要素 

・ 地域経済・雇用対策費の減 

・ トップランナー方式の導入による減 

（３） 基準財政収入額は 6,143億 63百万円、対前年度比 2.3％の増 

① 主な増要素 

・ 地方消費税率の引上げの影響が平年度化することによる地方消費税交付金の増 

・ 配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金の増 

② 主な減要素 

・ 平成 26年度税制改正による税率引下げ等に伴う市町村民税法人税割の減 

 

（４） 基準財政需要額・基準財政収入額等総括表 

               （単位：百万円、％） 

 注 1）表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の差と増減額が一致しない場合がある。 

 注 2) 平成 27年度は、変更決定後の金額である。 

 

区   分 平成２８年度 平成２７年度 増減額 増減率 

39

団

体 

基 準 財 政 需 要 額 615,971 610,668 5,304 0.9 

基 準 財 政 収 入 額 614,363 600,693 13,671 2.3 

交 付 決 定 額 
28団体 

43,427 

29団体 

46,502 

△１団体 

△3,076 
△6.6 

（参考）全国交付決定総額 

（うち市町村分） 

15兆 6,983億円 

（7兆 1,390億円） 

15兆 7,964億円 

（7兆 4,033億円） 

△981億円 

（△2,643億円） 

△0.6 

（△3.6） 

臨時財政対策債 

発行可能額 
22,510 27,415 △4,905 △17.9 



 

（５） 東京都内市町村の交付団体は３９団体（２６市１３町村）のうち２８団体（１６市１２町村） 

 

   ＜交付団体・不交付団体の推移＞ 

年度 交付団体 不交付団体 

平成２１年度 ２３団体（１１市１２町村） １６団体（１５市１町） 

平成２２年度 ３１団体（１９市１２町村） ８団体（ ７市１町） 

平成２３年度 ３３団体（２０市１３町村）    ６団体（ ６市） 

平成２４年度 ３３団体（２０市１３町村）    ６団体（ ６市） 

平成２５年度 ３３団体（２０市１３町村）    ６団体（ ６市） 

平成２６年度 ３３団体（２０市１３町村）    ６団体（ ６市） 

平成２７年度 ２９団体（１７市１２町村） １０団体（ ９市１町） 

平成２８年度 ２８団体（１６市１２町村） １１団体（１０市１町） 

（団体名） 

 

八王子市、青梅市、昭島市、町田市、 

小平市、日野市、東村山市、福生市、 

狛江市、東大和市、清瀬市、 

東久留米市、武蔵村山市、稲城市、 

あきる野市、西東京市、日の出町、 

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、

新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、

八丈町、青ヶ島村、小笠原村 

 

立川市、武蔵野市、三鷹市、 

府中市、調布市、小金井市、 

国分寺市、国立市、多摩市、 

羽村市、瑞穂町 

（※下線は平成 28 年度に不交付

となった団体） 

   ※各年度、当初算定における交付・不交付団体数を記載している。 

 

２ 合併算定替 

  合併算定替の適用を受けた団体はない。 

なお、西東京市は平成２７年度まで合併算定替の適用を受けており、平成２３年度から平成２７

年度までの５年間は、合併算定替による増加額を段階的に縮減する措置が講じられていた。 

※ 合併算定替とは、新市町村で算定した財源不足額が合併前の旧市町村毎に算定した財源不足額   

の合算額より小さい場合、後者の額を普通交付税の交付基準額とする制度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 

総務局行政部市町村課 

ダイヤルイン ０３－５３８８－２４３３ 



 

 

 

 

 

臨時財政対策債は、国の地方財政対策において、財源不足対策として、従来の交付税特別会計によ

る方式にかえて、地方財政法第５条の特例となる地方債として発行するとされたもので、算定された

発行可能額相当額が基準財政需要額から除かれる。したがって、臨時財政対策債発行可能額が増加す

るほど基準財政需要額が減り、財源不足額が減少する。（その結果、普通交付税が減少する。） 

なお、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、翌年度以降の基準財政需要額に全額算入さ

れることとなっている。 

 

 

 

＜臨時財政対策債への振替えイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財源不足額 

 

財源不足額 

 

 

 

基準財政 

需要額 

 

 

（一般財源充当） 

 

基準財政 

収入額 

（税収等） 

 

基準財政 

収入額 

（税収等） 

 

 

 

基準財政 

需要額 

 

（一般財源充当） 

臨時財政対策債

振替分 

基準財政需要額

が圧縮され、 

財源不足額が 

減少する 

参 考 


